
亀 山 市 告 示 第 ５ ４ 号  

亀 山 市 特 別 支 援 学 校 等 の 臨 時 休 業 に 伴 う 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の

利 用 に 係 る 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め

る 。  

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 特 別 支 援 学 校 等 の 臨 時 休 業 に 伴 う 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ

ス の 利 用 に 係 る 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 特 別 支 援 学 校 等 の 臨 時 休 業 に 伴 う 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の

利 用 に 係 る 助 成 金 交 付 要 綱 （ 令 和 ２ 年 亀 山 市 告 示 第 １ １ ６ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ 項 中 「 行 わ れ た 臨 時 休 業 」 の 次 に 「 そ の 他 の 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 を 防 止 す る た め に 行 わ れ た 小 学 校 、 中

学 校 、 高 等 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 の 臨 時 休 業 」 を 加 え る 。  

第 ４ 条 中 「 臨 時 休 業 に 伴 い 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を 新 た に 利 用 し 、

又 は 利 用 が 増 加 し た 」 を 「 次 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を

加 え る 。  

（ １ ） 本 来 は サ ー ビ ス 提 供 事 業 所 （ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を 提 供 す

る 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 児 童 を 通 所 さ せ て 行 う サ ー ビ

ス を 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 感 染 防 止 対 策 等 の た め 、 電 話 等 に

よ る 代 替 的 な 方 法 で 提 供 し た 場 合 に お い て 、 臨 時 休 業 に 伴 い こ

れ を 利 用 し た 児 童 （ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を 利 用 し た と 市 長 が

認 め た も の に 限 る 。 ）  

（ ２ ） 臨 時 休 業 開 始 前 か ら 支 給 決 定 を 受 け て い た 児 童 で 、 臨 時 休 業

に 伴 い 当 初 の 利 用 予 定 日 数 よ り 多 く の サ ー ビ ス を 利 用 し た と 市

長 が 認 め た も の  

（ ３ ） 臨 時 休 業 に 伴 い 新 た に 支 給 決 定 を 受 け た 児 童 で 、 臨 時 休 業 が

終 了 し た 後 に 想 定 さ れ る 利 用 予 定 日 数 よ り 多 く の サ ー ビ ス を 利



用 し た と 市 長 が 認 め た も の  

（ ４ ） 臨 時 休 業 開 始 前 か ら 支 給 決 定 を 受 け て い た 児 童 又 は 臨 時 休 業

に 伴 い 新 た に 支 給 決 定 を 受 け た 児 童 で 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス

の 基 本 報 酬 単 価 が 授 業 終 了 後 の 単 価 か ら 学 校 休 業 日 単 価 に 切 り

替 わ っ た も の  

（ ５ ） 臨 時 休 業 に 伴 っ て 営 業 時 間 前 の 支 援 時 間 が 増 加 し た 児 童 で 、

当 該 営 業 時 間 前 の 支 援 に よ り 算 定 し た 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定

通 所 支 援 及 び 基 準 該 当 通 所 支 援 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す

る基準（平成２４年厚生労働省告示第１２２号）別表第３の１０

に 定 め る 延 長 支 援 加 算 （ 以 下 「 延 長 支 援 加 算 」 と い う 。 ） の 算

定 単 位 数 が 臨 時 休 業 開 始 前 よ り 増 加 し た と 市 長 が 認 め た も の  

第 ５ 条 中 「 額 は 」 の 次 に 「 、 利 用 者 が サ ー ビ ス 提 供 事 業 所 に 対 し

て 支 払 っ た 利 用 料 （ 実 費 負 担 を 除 く 。 ） の う ち 」 を 加 え 、 同 条 各 号

を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ １ ） 前 条 第 １ 号 に 掲 げ る 児 童 が 同 号 の 代 替 的 な 方 法 で 提 供 し た 放

課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を 利 用 し た こ と に よ る 利 用 料 の 全 額  

（ ２ ） 前 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 児 童 に つ い て 、 臨 時 休 業 に 伴 い 当 初 の 利

用 予 定 日 数 よ り 多 く の サ ー ビ ス を 利 用 し た こ と に よ り 増 加 し た

報 酬 の 差 額 に 係 る 額 の 全 額  

（ ３ ） 前 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 児 童 に つ い て 、 臨 時 休 業 が 終 了 し た 後 に

想 定 さ れ る 利 用 予 定 日 数 よ り 多 く の サ ー ビ ス を 利 用 し た こ と に

よ り 増 加 し た 報 酬 差 額 に 係 る 額 の 全 額  

（ ４ ） 前 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 児 童 に つ い て 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の

基 本 報 酬 単 価 が 授 業 終 了 後 の 単 価 か ら 学 校 休 業 日 単 価 に 切 り 替

わ っ た こ と に よ り 増 加 し た 報 酬 差 額 に 係 る 額 の 金 額  

（ ５ ） 前 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 児 童 に つ い て 、 延 長 支 援 加 算 に 係 る 額 の

全 額  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 亀 山

市 特 別 支 援 学 校 等 の 臨 時 休 業 に 伴 う 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の 利 用 に



係 る 助 成 金 交 付 要 綱 の 規 定 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 提 供 さ れ た

放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の 利 用 に つ い て 適 用 す る 。  


